
    

令和 3度第２回北広島市国民健康保険運営協議会 

 

日時：令和 3 年 12 月 14（火）午後 6 時～ 

場所：北広島市役所 ３階会議室３Ｃ 

 

 

～ 会議次第 ～ 

 

1 開会 

 

2 会長あいさつ 

 

3 審議事項 

 （１）北広島市国民健康保険税率の改定について  

 

４ 報告事項 

（１）北広島市国民健康保険条例の一部改正について 

（出産育児一時金等の支給額の改正） 

（２）令和３年度国民健康保険事業特別会計補正予算（案）について 

 

5 その他 

 

6 閉会 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



報告事項（１）北広島市国民健康保険条例の一部改正について 

（出産育児一時金等の支給額の改正） 

 

  北広島市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

北広島市国民健康保険条例(昭和34年広島村条例第16号)の一部を次のように改正

する。 

改正後 改正前 

(出産育児一時金) (出産育児一時金) 

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者

の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金と

して40万8,000円を支給する。ただし、規則で定

める出産であると市長が認めるときは、これに1

万2,000円を加算するものとする。 

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者

の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金と

して40万4,000円を支給する。ただし、規則で定

める出産であると市長が認めるときは、これに1

万6,000円を加算するものとする。 

2 略 2 略 

     附 則 

 (施行期日) 

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。 

 (経過措置) 

2 改正後の第 5条第 1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金に

ついて適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。 

 

●内容 

この度の改正は、健康保険法施行令の改正に伴い、北広島市国民健康

保険条例第 5条、被保険者が出産したときの出産育児一時金の支給額を、

現行の 40 万 4 千円から 4 千円引き上げ 40 万 8 千円に、規則で定める出

産であると市長が認める場合の加算については、産科医療補償制度にお

ける掛け金の見直しに伴い、現行の 1 万 6 千円から 4 千円引き下げ 1 万

2 千円にそれぞれ改正するものです。 
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報告事項（２）令和３年度国民健康保険事業特別会計補正予算（案）について 

 

                  －３－ 

《歳　入》　　 　（単位：千円）

当初予算額 現計予算額 補正額 補正後の額

927,372 927,372 0 927,372

4,841,258 4,841,258 32,921 4,874,179

4,736,292 4,736,292 32,516 4,768,808

104,966 104,966 405 105,371

590,582 590,582 0 590,582

46,561 46,561 0 46,561

28 28 0 28

1 66,039 0 66,039

6,405,802 6,471,840 32,921 6,504,761

《歳　出》　　 　（単位：千円）

当初予算額 現計予算額 補正額 補正後の額

47,766 47,766 0 47,766

4,746,162 4,746,274 32,921 4,779,195

4,091,235 4,091,235 0 4,091,235

630,092 630,092 32,516 662,608

400 400 0 400

10,506 10,506 0 10,506

3,000 3,000 0 3,000

563 675 405 1,080

10,366 10,366 0 10,366

1,490,796 1,490,796 0 1,490,796

1 1 0 1

2 2 0 2

85,324 85,324 0 85,324

85 58,323 0 58,323

28,666 28,666 0 28,666

4,000 11,800 0 11,800

3,000 2,888 0 2,888

6,405,802 6,471,840 32,921 6,504,761

区　　　　　　分 説　　　　　　明

国 民 健 康 保 険 税

道 支 出 金

普通交付金 高額療養費の財源

特別交付金 傷病手当金の財源

繰 入 金

諸 収 入

財 産 収 入

繰 越 金

歳 入 合 計

区　　　　　　分 説　　　　　　明

総 務 費

保 険 給 付 費

療養諸費

高額療養費 執行見込みの増（件数の増）

高額介護合算療養費

出産育児諸費

葬祭費

傷病手当金 執行見込みの増

手数料

国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金

共 同 事 業 拠 出 金

財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金

保 健 事 業 費

予 備 費

歳 出 合 計

基 金 積 立 金

公 債 費

諸 支 出 金



【歳出補正予算】 

○保険給付費の執行見込みの増 

・一般被保険者高額療養費 32,516 千円 

・傷病手当金 405 千円 

 

【歳入補正予算】 

○保険給付費の財源である道支出金の増 

 ・普通交付金  32,516 千円  

・特別交付金  405 千円           
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